
はじめに
企業の経理部門で決算に従事されている方々にとっ
て、サステナビリティ情報の開示は最近よく耳にするよ
うになってきているものの、果たして自分に関係がある
のか、近い将来に経理部門として何か対応しなければい
けなくなるのか等、よく分からないことも多いため、頭
の片隅で気にはしながらも、静観しているケースが多い
のではないかと思われる。すなわち、しばらくは、従来
通りサステナビリティや環境・CSRの担当部署に任せて
おき、もう少し色々なことが明確になってから、又は同
業他社が動き出してきてから、本格的に検討してみよう
というスタンスである。これは一見すると合理的な対応
のようにも見える。なぜなら、我が国のサステナビリテ
ィ開示の義務化はまだ議論が開始されたばかりで流動的
な部分が多く、EUや米国で先行して議論されているサ
ステナビリティ情報の開示の義務化も我が国企業にとっ
て直接的な影響はなさそうに見えるからである。しか
し、EUの開示規制は、EUに一定規模の子会社を有する
日本企業にとっては他人事とはできそうになく、少し先
のように思われる開示の義務化についても、いざ対応し
ようとすると、企業のガバナンス、経営戦略、リスク管
理、開示情報の作成プロセスや内部統制等、非常に広範
囲に及ぶ全社的な検討事項が待ち構えており、小手先の
対応では通用しない可能性が高い。さらに、サステナビ
リティ情報を含む非財務情報は財務情報との結合性が重
要視されていることから、企業内でサステナビリティ情
報の開示について議論が深まれば深まるほど、経理部門
の関与は避けて通ることはできず、むしろ主体的な関与
が期待される可能性が高い。このようなことを理解する
と、本当に静観し続けていてよいのか、少なくとも最低
限押さえておくべきことは何なのか、今改めて確認する
ことが必要になるであろう。
以下では、企業の経理部門の方が今把握しておくべき
サステナビリティ情報の開示に関する国内外の最新動向
及び今後の見通しについて概説していく。

ISSBの動向
まず、我が国のサステナビリティ情報の開示義務化の
話を理解するための土台となる、国際的なサステナビリ
ティ情報の開示の動向について触れておきたい。多くの

方が国際サステナビリティ基準審議会（以下「 ISSB」
という）について、一度は耳にしたことがあると思われ
る。ISSBは昨年11月のCOP26開催期間中に設立され、
IFRS財団の下で、サステナビリティ情報に関する国際
的に首尾一貫した開示基準を開発することを目的とし
て、今年の3月にIFRS S1号「サステナビリティ関連財
務情報の開示に関する全般的要求事項」（以下「 IFRS 
S1」という）及びIFRS S2号「気候関連開示」（以下
「 IFRS S2」という）の公開草案を公表した。これらの
サステナビリティ開示基準は市中協議を経て来年の早い
段階に最終基準として公表される予定である。ISSBが
開発する国際基準は、世界各国の規制当局が独自のサス
テナビリティ情報の開示規制を導入する際の基礎（ベー
スライン）となることが期待されており、我が国が今後
独自の開示規制を導入する場合にも、その基礎（ベース
ライン）はISSBが定める基準になることが予想される。

ISSBの公開草案は今のところ全般的事項を定めた
IFRS S1を除くと、IFRS S2が気候を取り扱っているの
みで、幅広いサステナビリティ領域の一部しかカバーし
ていないように思われるかもしれない。しかし、IFRS 
S1は全ての重大な（significant）サステナビリティ関
連のリスク及び機会について開示することを求めてお
り、詳細な開示基準がまだ開発されていない気候以外の
テーマ（生物多様性、人権等）についても、既存の開示
フレームワーク等を参照しながら開示することが要求さ
れている点に注意が必要である。また、気候以外のテー
マについては、順次これからIFRS S3、IFRS S4として
詳細な開示基準が開発されていくことが予定されてお
り、どのテーマを優先的に取り扱うべきか、来年から本
格的な議論が行われる予定となっている。ISSBの公開
草案はゼロから作成されたものではなく、これまで様々
な組織や団体が独自に開発してきた既存の開示フレーム
ワークを最大限活用しており、特に、気候関連財務情報
開示タスクフォース（以下「TCFD」という）のフレー
ムワークやサステナビリティ会計基準審議会（SASB）
の産業別開示トピックは、IFRS S1及びIFRS S2の基礎
をなしている。また、公開草案はIFRS会計基準との整
合性も考慮したものとなっている。
なお、IFRS S1、IFRS S2の公開草案に対しては企業

だけでなく幅広いステークホルダーから多数のコメント
が寄せられており、大きな注目を集めていることが改め
て確認できる。公開草案の方向性については全般的に支
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持する旨のコメントが大半であるものの、以降で説明す
るEUや米国が同時並行的に検討しているサステナビリ
ティ情報の開示規制とのさらなる連携の重要性が指摘さ
れている他、バリューチェーン、重要性等の重要な用語
の定義の明確化、さらなるガイダンスの作成の必要性、
企業側の対応能力や準備状況への柔軟な対応の必要性
（scalability）等多くのコメントが寄せられているため、
基準の最終化に向けて、公開草案からの一定程度の変更
を予想しておく必要があり、どの程度修正されるのかは
注目すべきポイントである。

我が国の動向
我が国においては、昨年6月に改訂されたコーポレー
トガバナンス・コードの補充原則3－1③において、以
下のようにサステナビリティ情報の開示について言及さ
れている。
「上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサ
ステナビリティについての取組みを適切に開示すべきで
ある。また、人的資本や知的財産への投資等について
も、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ
分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。 
特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク
及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響に
ついて、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確
立された開示の枠組みであるTCFD又はそれと同等の枠
組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。」
コーポレートガバナンス・コードは、いわゆるコンプ
ライ・オア・エクスプレインの手法で開示を求めてお
り、開示が義務化されている訳ではない。しかし、昨年
9月から金融審議会のディスクロージャーワーキング・
グループ（以下「DWG」という）において有価証券報
告書における気候変動や人的資本・多様性を中心とした
サステナビリティ情報の開示義務化の議論が始まり、今
年6月の報告書において、有価証券報告書にサステナビ
リティ情報の「記載欄」を新設すべき旨が明記された。
サステナビリティ情報の「記載欄」には、TCFDのフレ
ームワークやISSBの公開草案を参考に、「ガバナンス」、
「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4つの柱を軸
としながら、「ガバナンス」と「リスク管理」は全ての
企業が開示すべきとされ、「戦略」と「指標と目標」は、
開示が望ましいものの、各企業が重要性を判断して開示
すべきとされている。
具体的には、気候変動について、上述の4つの柱に基
づきながら、「指標と目標」の中に温室効果ガス（以下
「GHG」という）排出量のいわゆるスコープ1及びスコ
ープ2が積極的に開示されることが期待されており、人
的資本・多様性については、人材育成方針や社内環境整
備方針を「戦略」の中に、当該方針に関連する指標を
「指標と目標」の中に開示すべきであるとされている。
開示すべき具体的内容については、年内に「企業内容
等の開示に関する内閣府令」（以下「開示府令」という）

が改正される際に明らかになる部分がある一方で、我が
国のサステナビリティ情報の開示基準を開発するために
今年7月に発足したサステナビリティ基準委員会（以下
「SSBJ」という）がその詳細を検討すべきことがDWG
の報告書にも記載されている。
前述の通りSSBJは、ISSBが開発する国際基準を基礎

（ベースライン）として我が国のサステナビリティ開示
基準を開発することを期待されており、日本の有価証券
報告書のサステナビリティ情報の「記載欄」の開示内容
は、今後SSBJが開発していく我が国のサステナビリテ
ィ開示基準の進展とともに大幅に内容の充実が図られて
いくことになると考えられる。従い、ISSBの基準がそ
のまま我が国のサステナビリティ開示基準を構成するこ
とにはならないとしても、ISSBの動向を注視しておく
必要性は高い。
また、我が国では経済産業省が中心となって、サステ

ナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資
する対話研究会（SX研究会）による伊藤レポート3.0や
価値協創ガイダンス2.0の公表、人的資本経営の実現に
向けた検討会による人材版伊藤レポート2.0の公表が行
われ、内閣官房が中心となって、非財務情報可視化研究
会による人的資本可視化指針の公表が行われる等、サス
テナビリティ情報の開示に関連する様々な動向があり、
これらの動向もSSBJによる我が国のサステナビリティ
開示基準の開発に大きな影響を及ぼす可能性があるた
め、その動向にも留意しておく必要がある。
なお、現在多くの企業がサステナビリティ報告書等の

任意開示書類の中で創意工夫を凝らしたサステナビリテ
ィ情報の開示を行っているが、こうした開示は投資家に
とっての重要性のみならず、様々なステークホルダーの
幅広いニーズに応えるために引き続き重要であり、有価
証券報告書の開示の充実が任意開示書類での開示に代替
するものにはならないと考えられている。任意開示書類
と有価証券報告書の相互参照も含めて、有価証券報告書
に何をどのように開示することが適切なのかが今後さら
に検討され、整理されていくことが期待されている。

EUの動向
EUはサステナビリティへの取り組みが最も進んでお

り、欧州グリーンディールという政策の下で、カーボン
ニュートラルな社会の実現を目指し、様々な法規制が既
に施行あるいは、導入に向けて議論されている。EUの
法規制を理解するうえでポイントとなるのは、資本市場
の資金の流れをカーボンニュートラルな社会の実現に貢
献する企業に向けさせることで、欧州グリーンディール
の実現を支えようという点にあり、その一環として、資
金を調達する側の企業の情報開示に関する法規制の整備
も進められている。企業の情報開示の要となるのは企業
サステナビリティ報告指令（以下「CSRD」という）で
あり、昨年4月に現行の非財務情報開示指令（NFRD）
の改訂という形でCSRD案が公表され、今年6月に暫定
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合意に至っている。最終化に向けて今後も暫定合意内容
に修正が加わる可能性はあるものの、CSRDの重要なポ
イントは暫定合意の内容を分析することで見えてくる。

CSRDの下で要求されるサステナリティ情報の開示
は、欧州サステナビリティ報告基準（以下「ESRS」と
いう）に基づいて行う必要があり、ESRSの1st セット
の公開草案はIFRS S1、IFRS S2の公開草案公表から約1
か月後の今年4月に公表された。ただし、ESRSの1stセ
ットはISSBの公開草案が扱っていない気候変動以外の
テーマ（生物多様性、人権等全11の領域）を含んでお
り、136項目にわたる開示要求を含む包括的な開示基準
となっている点がポイントである。また、いわゆる投資
家の観点から重要性を判断するシングル・マテリアリテ
ィではなく、ダブル・マテリアリティに基づいているた
め、投資家の観点からの重要な情報に加えて、企業が人
類や環境に及ぼす影響という観点からの重要な情報につ
いても開示していくことが求められている点に留意が必
要である。このESRS 1stセットは欧州財務報告諮問グ
ループ（EFRAG）により開発され、来年の6月までに最
終化される見込みであり、さらにその1年後にはESRS 
2ndセットが開発・最終化される予定である。ESRS 
2ndセットには産業別の開示指標が含まれる見込みとな
っていることから、開示項目数は136項目からさらに大
幅に増加する可能性がある。
日本企業への影響という観点では、CSRDを単なる海
外の規制として無視してしまう訳にはいかない点に留意
が必要である。その理由は大きく2つあるが、まず1点
目はCSRDの適用対象にEU域内の非上場企業が含まれ
る点である。すなわち、EU域内の日系100％子会社で
あっても、一定規模以上の会社（総資産€20百万超、売
上高€40百万超、従業員数250人超のうち、いずれか2
つ以上に該当する会社）であれば適用対象となる。この
場合、直接的な適用対象はEU域内の子会社であり、日
本の親会社には直接の影響は及ばないが、その子会社を
頂点とする連結ベースでのESRSに基づく開示が要求さ
れる他、開示情報に対して第三者による保証も要求され
る点には注意が必要である。日本の親会社からすれば
EU子会社の規制対応はEU子会社で完結させるという考
え方もあるかもしれないが、上述のように広範囲に及ぶ
開示規制に対応するためには、親会社における連結グル
ープレベルでのサステナビリティに関する取組方針を踏
まえ、親会社とEU子会社が適切に連携してガバナンス、
経営戦略、リスク管理、開示情報の作成プロセスや内部
統制等を整備していく必要がある。従って、日本の親会
社としては、単に静観しているだけではなく、EU子会
社の人員や体制を考慮しながら、自社グループの状況に
応じた適切な関与、サポートの必要性を検討することが
重要となる。
また、2点目は、2028年以降は、EU域内で€150百
万超の売上を2期連続で計上している場合には、一定の
条件の下で、日本の親会社の連結ベースでのサステナビ
リティ情報の開示及び第三者保証が要求される点であ

る。これはCSRDのEU域外適用と考えることができる
が、この場合の開示基準の詳細等はまだ未確定であり、
今後の動向に留意が必要である。2028年というとかな
り先の話であり、かつ適用される開示基準についても未
確定であることから、具体的な対策を検討するには時期
尚早という見方もあり得るが、親会社の連結ベースでの
開示となると、EU域外のアジアや米国の子会社も含む
開示となる可能性があることから、適切に対応するため
には準備に相当程度の期間を要すると思われる。従っ
て、少なくともCSRDの最新動向をタイムリーに把握し、
自社グループへの影響を分析し、必要な準備を社内で検
討し、推進できる体制を整えておくことが重要である。
なお、前述の通り、EUでは欧州グリーンディールの

実現のために様々な法規制が検討されており、企業情報
の開示の観点からは、CSRDの他にもEUタクソノミー
規則や企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令
案等も公表されており、企業はこれらについてもその適
用対象や開示内容について検討し、準備することが必要
となる。
なお、ESRS 1stセットの公開草案に対しても幅広い

ステークホルダーから多くのコメントが寄せられてい
る。基本的には欧州グリーンディールの実現のために公
開草案を支持するコメントが多く寄せられているもの
の、グローバルベースラインとなるISSBの公開草案と
の比較で、中核部分の構成や重要な用語に相違があるこ
とについて多くのコメントで指摘されており、ISSBと
のさらなる連携が期待されている。また、バリューチェ
ーンの情報を含め、企業側に十分な準備期間を与える必
要性についても指摘されている。従って、基準の最終化
に向けて、ISSBの公開草案の動向も踏まえつつ、公開
草案からの一定程度の変更を予想しておく必要があり、
どの程度修正されるのかは注目すべきポイントである。

米国の動向
米国では米国証券取引委員会（以下「SEC」という）

が、投資家からの気候変動に関する開示の充実を求める
声に応じる形で、今年3月に気候開示の規則案（以下
「気候開示規則案」という）を公表した。SECは2010年
に気候変動の開示に関するガイダンスを公表していた
が、投資家の求める開示拡充の声に必ずしも十分な対応
ができていなかったとされており、開示を強化する新た
な規則の導入を求める声が高まっていたことに対応した
ものである。また米国では人的資本の開示についても
2020年に規則の改訂を実施し、年次報告書において開
示を義務化している。米国の気候開示規則案の特徴は、
年次報告書の財務諸表外の記載のみならず、財務諸表の
注記においても、気候変動に関する開示を義務付けるこ
とを提案している点である。財務諸表外の記載では、
TCFDをモデルにした開示を要求しており、GHG排出
量のスコープ1及びスコープ2は必須、スコープ3につい
ては企業がGHG排出量の削減目標に含めている場合や、
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重要性がある場合に開示が義務付けられることとなって
いる。なお、スコープ3の開示に関しては、見積りの要
素が大きくなることから、セーフハーバールールが設け
られることとされている。財務諸表の注記においては、
気候変動の影響が財務諸表の各項目に与えた影響や、気
候変動に対応するための支出のうち、費用化又は資本化
された額等を開示することが要求される見込みである。
米国の気候開示規則案にはIFRS S2のような産業別開示
の要求はないため、全産業共通の開示項目のみであり、
開示が要求される項目数はIFRS S2やESRSと比較する
とかなり少なくなる見込みだが、適用期日が最も早く、
最初に適用対象となる大規模企業のグループは2023年
12月期からスコープ3以外の開示が要求される見込みで
あり、翌年からはスコープ3の開示も含めた全面適用が
予定されている。
日本企業への影響という観点では、米国の気候開示規
則案はEUのように非上場会社への適用や域外適用は想
定されていないため、米国市場で上場しSECに登録して
いる日本企業は適用対象となるものの、それ以外の日本

企業には適用されない見込みである。なお、米国上場企
業の日本子会社については、米国親会社が連結グループ
での気候開示規則案への対応を迫られる一環として、親
会社への報告用に一定の情報収集等の対応が求められる
可能性がある。
なお、気候開示規則の公開草案に対しても多くのコメ

ントが寄せられており、全般的には支持するコメントが
多くみられる一方で、財務諸表注記の開示については、
影響額の集計方法が不明確であることや、開示の重要性
の閾値が低すぎること等が指摘されており、また、財務
諸表外の開示については特に集計対象の範囲（バウンダ
リー）やGHG排出量の集計におけるバリューチェーン
情報への対応の困難さ等が指摘されており、企業への準
備期間の提供の観点から適用時期の延期を求める指摘も
多くなっている。従って、基準の最終化に向けては、
ISSBやESRSと同様に公開草案からの一定程度の変更を
予想しておく必要があり、どの程度修正されるのかは注
目すべきポイントである。

【図】2022年のサステナビリティ情報の開示を巡る国内外の動向と今後の見通し

2022/1-3月 2022/4-6月 2022/7-9月 2022/10-12月 2023年以降
グローバル ・ IFRS S1/IFRS 

S2公開草案公表
・公開草案の市中
協議終了

・IFRS S1/IFRS S2最終基準
公表
・気候の次のテーマの検討
及び基準開発
・IAASBによる保証基準開発

日本 ・SSBJ設立準備委
員会設置

・DWG最終報告 ・SSBJ設立
・人的資本可視化
指針最終化

・開示府令
（サステナビリティ
情報の「記載欄」）

・SSBJによる日本の開示基
準策定
・中期的課題として保証義
務化の議論

EU ・ESRS 1stセット
公開草案公表

・CSRD暫定合意

・公開草案の市中
協議終了

・CSRD最終化 ・ESRS 1stセット最終基準
化
・ESRS 2ndセット開発
・2025年～：日系子会社へ
のCSRD適用（*）
・2028年～：日本親会社へ
のCSRD適用

米国 ・気候開示規則案
公表

・公開草案の市中
協議終了

・気候開示規則案
最終化

・2023年～：気候開示規則
案適用開始
・2024年～：限定的保証
（2026年から合理的保証）

（*）子会社が金融機関等の場合で、現行NFRDの適用対象となっている場合には、2024年から適用開始となる。

保証業務の基準
これまで述べてきた通り、サステナビリティ情報の重
要性が世界中で高まってきている中で、開示される情報
の信頼性に対するニーズも同時に高まってきている。こ
のことは、EUのCSRD案や米国の気候開示規則案にお
いて、開示されたサステナビリティ情報に対して第三者
による保証が義務付けられる見込みであることからも明
らかである。EUや米国における議論では、保証の水準
は最終的には財務諸表監査と同水準である合理的保証と

なることが見込まれているが、まずは現状の実務で広く
採用されている限定的保証という相対的に保証水準の低
い保証から開始し、段階的に保証水準を引き上げていく
アプローチが採用される見込みである。これは、保証水
準が高くなればなるほど、保証に耐えうる企業側の開示
作成プロセスや関連する内部統制の整備、運用を高度化
することが必要となるため、企業側に十分な対応時間を
与える必要があることを見込んでいるためと思われる。
なお、EUと米国のいずれも、財務諸表監査の監査人が
第三者保証を提供することの意義を認めながらも、それ
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以外の監査人又は監査人以外のコンサルティングファー
ム等が第三者保証を提供することも認める方向性であ
る。ただし、財務諸表監査の監査人に要求されているの
と同等レベルの独立性、品質管理体制、教育研修体制等
を備える必要があるとされているため、財務諸表監査の
監査人以外が保証の提供を行う場合には留意が必要とな
る。
なお、我が国ではDWGの報告書において、サステナ
ビリティ情報に対する保証については中期的に重要な課
題とされたため、今後保証についての議論が深まってい
くことと思われる。ただし、既に述べた通り、EUの
CSRDが本邦親会社を含む連結ベースでの開示及び保証
を求めてくる場合や、米国の気候開示規則案が日本の
SEC登録企業に適用される場合には、我が国での保証の
義務化の議論の進展状況に関わらず、我が国の監査人等
がEUや米国の規制への対応のために第三者保証の提供
を行うことが必要になる見込みである。
企業側では、EUや米国の規制が自社グループに適用
されることによって思わぬ形で保証への対応準備を進め
なければならなくなるという事態を回避するためにも、
まずはEUや米国の規則の適用範囲についてしっかりと
押さえておく必要がある。また、国内での保証の義務化
は中期的な課題とされ、現時点ではスケジュールがはっ
きりとしない状況ではあるが、EUや米国の動向を踏ま
えると、想定以上に速いスピードで保証の義務化の議論
が進む可能性があるため、EUや米国の動向をしっかり
と押さえておくことが重要となってくる。
なお、現在保証を提供する際に利用できる基準として
は国際監査・保証基準審議会（以下「 IAASB」という）

が策定したISAE3000及びISAE3410の他、国際標準化
機構（ISO）の定める基準等、複数の基準が存在してい
るが、IAASBはサステナビリティ情報に対する保証業務
の基準を新たに開発することを検討しており、保証業務
の基準についても開示基準と同様に国際的に首尾一貫し
た基準が整備される方向で議論が進んでいる。

最後に
2022年は、世界的にサステナビリティ情報の重要性

がますます高まっていく中で、日米欧及びグローバルで
サステナビリティ情報の開示や保証に関する重要な動き
が同時並行的に起きていると言える。特に今年3月から
4月にかけてISSB、米国、EUが公表した公開草案は、
多くの注目を集め多数のコメントを受けていることか
ら、今年の年末以降に予定されている最終基準化に向け
て一定の修正が行われる可能性が高く、引き続きその動
向には留意が必要である。いずれにしても、こうした動
きは今後も想定外の速いスピード進んでいく可能性が高
いと考えおくべきであり、企業はこのような国内外の動
向を踏まえながら国内の開示義務化への準備を進めてい
く必要がある。準備を進めるに当たっては、企業のガバ
ナンス、経営戦略、リスク管理、開示情報の作成プロセ
スや内部統制等、非常に広範囲に及ぶ全社的な事項を検
討しなければならないということを念頭に置く必要があ
り、そのために今何をすべきかを検討することが求めら
れている。

 以　上
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